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本日の会議に付した事件 

 

                       令和６年第３回山元町議会定例会（第１日目） 

                       令和６年９月４日（水）午前１０時 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 提出議案の説明 

日程第 ４ 委発第 ２号 自然環境の変化に即した農漁業の振興対策と規制の緩和等を求める意

見書 

                                             

午前１０時００分 開 議 

議 長（菊地康彦君）ただいまから、令和６年第３回山元町議会定例会を開会します。 

      これから本日の会議を開きます。 

      本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

〔議事日程は別添のとおり〕 

                                             

議 長（菊地康彦君）日程第１．会議録署名議員の指名を行います。 

      会議録署名議員は、山元町議会会議規則第１２４条の規定により、１１番岩佐孝子君、

１２番伊藤貞悦君を指名します。 

                                             

議 長（菊地康彦君）日程第２．会期の決定を議題とします。 

      お諮りします。 

      本定例会の会期はお手元に配付の会期日程（案）のとおり、本日から９月２４日まで

の２１日間にいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（菊地康彦君）異議なしと認めます。 

      本定例会の会期は、本日から９月２４日までの２１日間に決定しました。 

                                             

議 長（菊地康彦君）これから、議長諸報告を行います。 

      議長諸報告はお手元に配付のとおりでありますので、ご覧願います。議長諸報告を終

わります。 

                                             

議 長（菊地康彦君）日程第３．提出議案の説明を求めます。 

      この際、今定例会に提出されました議案等１９件を山元町議会先例６６番により一括

議題といたします。町長橋元伸一君、登壇願います。 

町 長（橋元伸一君）はい、議長。皆さん、おはようございます。 

      本日ここに、令和６年第３回山元町議会定例会が開会され、令和５年度の各会計の決

算認定をはじめとする提出議案をご審議いただくに当たり、最近の町政の動向と各議案

の概要についてご説明申し上げますので、議員各位の一層のご理解を賜りますようよろ
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しくお願いを申し上げます。 

      それでは、最近の町政運営等の取組についてご報告申し上げます。 

      初めに、能登半島地震に係る被災自治体への支援についてですが、７月４日、石川県

穴水町を訪問し、本町で実施しておりますふるさと納税代理受付による１月から５月ま

での寄附金２４０件、約４２０万円を穴水町長にお渡しするとともに、支援物資として

ブルーシート１００枚を届けてまいりました。 

      また、同月２１日には、復興イベント「復興団結～希望の灯り」が開催され、本町に

対し出店協力の依頼があったことから、副町長以下職員３名を派遣し、復興支援のため、

本町のリンゴジュースやブドウジュース、干し芋などの地場産品を販売してまいりまし

た。なお、売上金については、復興の一助となるよう穴水町に全額寄附しております。 

      同町には本町から職員を派遣しており、周辺自治体も含め被災地の状況も確認してま

いりましたが、いまだ被災家屋が手つかずのままになっているところや、道路等のイン

フラの復旧も進んでいないところも多いことから、引き続き、早期復興に向け被災自治

体への各種支援を継続してまいりたいと考えております。 

      次に、町民の移動手段の一つとして、より快適で利便性の高い運行を目指し見直しを

進めている町民バス等運行事業についてですが、新たな運行に係る基本的な方向性がま

とまったことから、今議会に関連する議案を上程しております。 

      今回の運行方式では、現行運行している定時定路線型のバスと、予約に応じ運行する

デマンド型乗合タクシーを整理・統合し、町民バスとして一本化するとともに、（仮

称）予約運行型と（仮称）定期運行型の２形態での運行を行う計画であります。 

      予約運行型においては、予約先の一元化を図るとともに、ご要望の多かった予約方法

に見直し、また定期運行型においては、朝夕の小中高生の通学及びＪＲ各駅から宮城病

院をはじめとする町内施設利用者が多い時間やバス停を念頭にした運行を実施するなど、

利用しやすい形となるよう見直しを図っております。 

      また、運行に使用する車両は、現状の利用状況や運転手の確保に配慮し、普通自動車

第一種運転免許で運転できる定員１０人乗りの車両を導入することで、本町の規模感に

見合う持続可能な運行に資するものと考えております。 

      今後は、来年１月から予定している実証運行開始に向け、バス停や指定乗降所の決定

など、細部の調整や周知の準備等を進めることとしており、新たなサービス開始に向け

引き続き全力で取組を進めてまいります。 

      次に、夏の風物詩として定着した「やまもとひまわり祭り」についてですが、第７回

を迎えた今年は、笠野地区内において７月１９日から２８日までの１０日間にわたり開

催し、約７．６ヘクタールの広大な農地に約２８０万本のヒマワリが咲き誇り、ＳＮＳ

をはじめニュースや新聞等でも大きく報道されました。 

      期間中は、比較的天候に恵まれたこともあり、昨年を上回る約８万３，０００人もの

方々にお越しいただき、一般社団法人まちづくりやまもとの協力により設置した高見台

からの眺望のほか、散策やフォトスポットでの撮影、ヒマワリの摘み取りなど思い思い

の場所で楽しむ姿が見られ、ご来場いただいた方の心に大輪の花を咲かすことができた

ものと考えております。 

      このひまわり祭りは、株式会社やまもとファームみらい野の畑地をご提供いただき開

催しているものであり、同社はもとより、多方面からご支援を賜っております関係者の
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皆様方に、改めて感謝と御礼を申し上げる次第であります。 

      次に、企業誘致関係についてですが、先月６日、東京を会場に宮城県企業立地セミナ

ーが開催され、首都圏の企業を対象に、宮城県及び県内市町村の支援制度や投資環境等

についてＰＲしてまいりました。 

      会場には、県内の豊富な食材を使用した料理が並べられ、本町からは株式会社やまも

とファームみらい野が栽培したトマトを使った冷やしトマトを振る舞ったところであり

ます。 

      また、今年１月に開催されたセミナー同様、趣向を凝らした本町のブースには、町が

誇るブランド認証品「やまほど、やまもと。」の商品を並べ、来場された多くの方々に

関心を持っていただき、本町の環境や特産品等を知っていただく非常によい機会になっ

たものと考えております。 

      引き続き、このような機会を通じ、「温暖な気候で住みやすい町」を積極的に発信し、

多方面において町の認知度向上を図ってまいります。 

      続いて、町内における道路等整備事業の動向について申し上げます。 

      初めに、国が実施する事業ですが、日常的な維持管理のほか、国道６号、ＪＡみやぎ

亘理山下支所周辺の路肩及び歩道の沈下対策（かさ上げ）を行う道路修繕工事を施工中

であり、その工事の進捗は約７６パーセントまで進行し、来月末にも完了する見込みで

あると伺っております。 

      また、県が実施する事業については、日常的な維持管理のほか、県道角田山元線、久

保間地内における道路法面災害防除工事を施工中であり、年内中に完了が見込まれると

のことであります。 

      次に、町発注の事業についてですが、つばめの杜地区周辺道路や上平浜原線を中心に

業務及び工事を発注しており、本会議において、つばめの杜北線道路改良工事における

契約議案を上程しております。 

      事業の推進、実施に向け、引き続きご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い

を申し上げます。 

      次に、本町の貴重な文化財である町指定文化財「大條家茶室」の修復等工事について

ですが、現在は内外装工事を進めており、今月中には茶室本体の修復が完了する見込み

であります。また、トイレ棟及び外構工事については、現在、トイレ棟の基礎工事を進

めており、外構工事を含め１１月中旬の完成を見込んでおります。 

      なお、施設の完成に当たり、１１月２４日に公開記念式典を執り行う予定としており、

その後、一般公開を開始してまいります。 

      次に、にぎわいと活気に満ちたまちづくりを目指し、施設の老朽化対策と駐車場不足

の解消、さらには魅力の向上を図るため、施設全体のリニューアルを行う深山山麓少年

の森拡張・改修工事については、現在、拡張エリアの基盤整備や人工芝そり滑りの整備

及びＢＭＸコースの改修を進めております。 

      工事期間中は少年の森施設内への立入りを規制しておりますが、深山への登山や駐車

場の利用は可能としております。引き続き、来年夏のリニューアルオープンに向け、鋭

意工事を進めてまいります。 

      次に、デジタル技術を活用した職員の働き方改革を実現し、行政サービスの向上につ

なげるため、昨年度から全庁的に整備を進めております庁内業務インフラＤＸ推進事業
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についてですが、先月末までに職員の端末の入替え作業が完了し、来月には議員各位へ

も順次、端末を配布する計画でおります。本事業の実施により、ペーパーレス化や業務

効率化を図り、働き方改革につなげてまいります。 

      なお、システムの本稼働は来月下旬を予定しておりますが、事業の効果を最大限に発

揮し、時代に即した効率的な行政運営と、さらなる行政サービスの向上に向け、引き続

き取り組んでまいりたいと考えております。 

      次に、旧坂元中学校利活用事業についてですが、本施設の早期の有効活用につなげる

べく、今年４月から公募により施設利用者を募ってまいりましたが、先般、１事業者か

ら施設の一部利活用の応募があり、去る６月２０日に選定審査を実施し、利活用事業者

として選定いたしました。 

      具体的には、１階の給食室をクラフトビール醸造所に改装し、通常のビールに加え、

町の豊富な農産物等を副原料とした山元ならではのビール製造・販売にも取り組むほか、

音楽室や職員室等をビールの直売所や提供スペースとして活用する計画となっておりま

す。 

      また、過日、２事業者で構成する共同事業体から施設の一部利活用の応募があり、先

月２２日に開催した選定審査委員会を経て、新たな利活用事業者として選定いたしまし

た。 

      各事業とも交流人口の拡大や雇用の創出、さらには新たな地場産品の開発にもつなが

る取組となっておりますことから、一日も早い事業化に向け、全面的に支援してまいり

ますとともに、引き続き施設の利活用事業者の確保に取り組んでまいります。 

      なお、議員の皆様には、追って議会全員協議会の場を通じ、事業内容等の詳細につい

てご説明したいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

      最後に、震災の伝承と防災意識の向上を目的として、震災遺構中浜小学校において新

たに取り組んだ「防災の日」講演会についてですが、今月１日、前教育長森 憲一氏と

普門寺住職坂野文俊氏を講師に迎え、震災当時の対応状況や震災を経験しての復興と防

災等について講演いただいたところ、それぞれが体験された大変貴重なお話を聞く機会

となりました。 

      東日本大震災が発生してから間もなく１３年半が経過しようとしておりますが、町と

いたしましては、震災の教訓を風化させず、災害に対する備えや防災意識の大切さを後

世に伝えていくためには、このような取組を継続する必要があると認識しておりますの

で、鋭意工夫しながら引き続き取り組んでまいります。 

      以上、最近の町政運営等に係る主な取組についてご報告申し上げました。引き続き、

誰もが安心・安全に暮らし、希望を持ち笑顔が輝く、誰一人として取り残さない「町民

が主人公のまち・山元町」を実現するため、町民の皆様の声をお聞きしながら全力で取

り組んでまいりますので、議員各位におかれましても、これまで以上のご理解とご協力

を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

      それでは、本定例会においてご審議をいただく各議案の概要について、順を追ってご

説明申し上げます。 

      初めに、報告関係について申し上げます。 

      報告第８号令和５年度決算山元町健全化判断比率及び第９号令和５年度決算山元町公

営企業資金不足比率については、監査委員の意見を付して議会に報告するもの。 
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      報告第１０号については、山元町指定文化財「大條家茶室」修復等工事について、施

工数量等に軽微な変更が生じたことから、変更契約を締結したので報告するものであり

ます。 

      次に、令和５年度各会計の決算認定について申し上げます。 

      決算認定をお願いするに当たりましては、監査委員からの審査意見書並びに事業ごと

の成果資料も併せて提出しておりますので、ご参照願います。 

      認定第１号令和５年度山元町一般会計歳入歳出決算認定についてですが、決算額は歳

入総額約８９億２，０００万円、歳出総額は約８２億６，０００万円となり、歳入から

歳出を差し引いた形式収支では、６億６，０００万円余の黒字決算となりました。 

      前年度と比較しますと、歳入では７２パーセント、歳出では７０．５パーセントとな

っております。 

      また、翌年度に繰り越すべき財源は約４億４，０００万円であり、これを差し引いた

実質収支額（決算剰余金）は２億２，０００万円余であります。この決算剰余金につい

ては、法令に基づき２分の１以上に相当する１億５，０００万円を財政調整基金へ積立

てを行っております。 

      認定第２号令和５年度山元町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定についてで

すが、決算額は歳入総額約１７億１，０００万円、歳出総額は約１６億７，０００万円

であり、差引きでは４，０００万円余の黒字決算となりました。 

      前年度と比較しますと、歳入では１０２．５パーセント、歳出では１０１．２パーセ

ントとなっております。この決算剰余金については、全額財政調整基金へ積立てを行っ

ております。 

      認定第３号令和５年度山元町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定についてです

が、決算額は歳入歳出とも総額約２億円であり、差引きでは２００万円余の黒字決算と

なりました。 

      前年度と比較しますと、歳入では１０４．８パーセント、歳出では１０４．４パーセ

ントとなっております。この決算剰余金につきましては、翌年度に全額を繰越金として

処理し、令和６年度本会計の補正予算（第１号）の歳出予算において、前年度の精算分

として一般会計繰出金を計上しております。 

      認定第４号令和５年度山元町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定についてですが、

決算額は歳入総額約１６億３，０００万円、歳出総額は約１５億４，０００万円であり、

差引きでは９，０００万円余の黒字決算となりました。 

      前年度と比較しますと、歳入では１０５．２パーセント、歳出では１０８．８パーセ

ントとなっております。この決算剰余金については、全額財政調整基金へ積立てを行っ

ております。 

      認定第５号令和５年度山元町水道事業会計決算認定についてですが、初めに、収益的

収支につきましては、収益総額は約４億円、これに対する費用総額は約３億６，０００

万円で、差引き４，０００万円余の純利益となりました。 

      資本的収支につきましては、収入総額約８，０００万円、これに対する支出総額は約

１億５，０００万円で、差引き不足額の７，０００万円余は、損益勘定留保資金等で補

塡したところであります。 

      認定第６号令和５年度山元町下水道事業会計決算認定についてですが、初めに、収益
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的収支につきましては、収益総額は約６億円、これに対する費用総額は約４億６，００

０万円で、差引き１億４，０００万円余の純利益となりました。 

      資本的収支につきましては、収入総額約３億２，０００万円、これに対する支出総額

は約５億３，０００万円で、差引き不足額の２億１，０００万円余は、損益勘定留保資

金等で補塡したところであります。 

      次に、予算外の議決議案について申し上げます。 

      議案第３６号山元町町民バス等の設置及び運営並びに管理等に関する条例の一部を改

正する条例については、町民バス等運行事業の総合的な見直しに伴い、来年１月から新

たな方式による運行を行うに当たり、所要の改正を行うもの。 

      議案第３７号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例については、行政

手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正す

る法律及び同法の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の施行

に伴い、所要の改正を行うもの。 

      議案第３８号及び３９号については、防災行政無線（同報系）更新工事及びつばめの

杜北線道路改良工事に係る工事請負契約を締結するに当たり、議会の議決を求めるもの

であります。 

      次に、補正予算関係議案について申し上げます。 

      議案第４０号令和６年度山元町一般会計補正予算（第２号）（案）についてですが、

各款に計上しております人件費に関する補正予算については、それぞれ当初予算編成後

の人事異動等に係る人件費の調整額を措置しておりますので、人件費以外の主な項目に

ついて申し上げます。 

      初めに、来年１月から新たな運行体系に移行する町民バス等運行事業についてですが、

運行形態や運行日・便数など、運行に係る規模感が固まったことから、来年１月から３

月までの運行業務等に係る経費を追加措置したものであります。 

      そのほか、児童手当の制度改正に係る経費や農業の担い手支援の一環として、県事業

を活用した農業機械購入費の助成に関する経費を計上したほか、来年４月より幼保連携

型認定こども園に移行する町内私立幼稚園に対する支援については、県からの補助金の

交付決定を受けたことから、財源を整理するとともに、それに伴う支援額を増額するた

めの経費を計上しております。 

      また、歳入予算においては、地方交付税や令和５年度決算による繰越金の確定に伴う

既定予算との差額をはじめ、国・県支出金の内示額等に起因するものや、決算に伴う各

特別会計からの繰入金等を計上しております。 

      次に、特別会計の補正予算案について申し上げます。 

      議案第４１号令和６年度山元町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）（案）

については、人件費の調整額を計上するとともに、前年度事業の精算に伴う一般会計へ

の繰出金及び国に対する返還金を措置するもの。 

      議案第４２号令和６年度山元町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）（案）に

ついては、前年度事業の精算に伴う一般会計への繰出金を措置するもの。 

      議案第４３号令和６年度山元町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）（案）につ

いては、人件費の調整額を計上するとともに、前年度事業の精算に伴う一般会計の繰出
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金や、国、県等に対する返還金及び追加交付金を措置するものであります。 

      次に、企業会計の補正予算案について申し上げます。 

      議案第４４号令和６年度山元町水道事業会計補正予算（第１号）（案）については、

人事異動等に係る人件費の調整額を措置したほか、児童手当の制度改正に係る経費や消

防水利施設等の点検の際に発見された機能不全等を解消するため、消防施設の更新に係

る経費及び落雷により故障が発生した水道施設の修繕に係る経費を増額するもの。 

      議案第４５号令和６年度山元町下水道事業会計補正予算（第１号）（案）については、

人件費の調整額を措置するものであります。 

      以上、令和６年第３回山元町議会定例会に提出しております議案の概要についてご説

明申し上げましたが、各種議案等の細部につきましては、さらに関係課長等に説明をさ

せますので、よろしくご審議の上、ご可決を賜りますようよろしくお願いを申し上げま

す。 

議 長（菊地康彦君）以上で提出議案の説明を終わります。 

                                             

議 長（菊地康彦君）日程第４．委発第２号を議題とします。 

      提出者からの趣旨説明を求めます。産建教育常任委員会委員長大和晴美君、登壇願い

ます。 

産建教育常任委員会委員長（大和晴美君）はい、議長。それでは、委発第２号自然環境の変化に即

した農漁業の振興対策と規制の緩和等を求める意見書につきましてご説明いたします。 

      提案理由です。宮城県内の第一次産業は、東日本大震災からの復旧・復興をなし得た

にもかかわらず、気候変動等に伴う世界的な自然環境の変化や急激な円安などの影響に

よって、農漁業用生産資材の価格上昇が続き、生産基盤の脆弱化が進んでいる状況です。 

      こうした中、第一次産業である農漁業を活性化させ、持続可能な産業として維持して

いくためには、自然環境の変化に即した振興策と規制緩和等への取組がまさに必要であ

ることから提案するものであります。 

      なお、詳細については、別紙意見書案をご参照いただきたいと思います。 

      山元町議会議長 菊地康彦殿 

      令和６年９月４日 

      提出者 産建教育常任委員会委員長 大和晴美 

      以上でございます。 

                                             

議 長（菊地康彦君）これから提出者に対する質疑を行います。   質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（菊地康彦君）質疑なしと認めます。 

                                             

議 長（菊地康彦君）これから討論を行います。   討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（菊地康彦君）討論なしと認めます。 

                                             

議 長（菊地康彦君）これから委発第２号自然環境の変化に即した農漁業の振興対策と規制の緩和

等を求める意見書を採決します。 
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      お諮りします。 

      産建教育常任委員会委員長から提出されたとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（菊地康彦君）異議なしと認めます。 

      委発第２号は原案のとおり可決されました。 

                                             

議 長（菊地康彦君）以上で本日の議事日程は全て終了しました。 

      本日はこれで散会します。 

      次の会議は９月６日金曜日午前１０時開議であります。 

      お疲れさまでした。 

午前１０時３０分 散 会 

                                             

 


